
R4 R5 R6 R7 R8

補助額 54,060 54,060 57,060 57,060 57,060

補助額との差 3,905 5,299 4,958 4,060 3,060

R4との差 -1,394 1,947 2,845 3,845

R4 R5 R6 R7 R8

補助額 60,000 63,000 63,000 63,000 63,000

補助額との差 -21,059 -16,992 -23,403 -26,000 -28,000

R4との差 -1,067 5,344 7,941 9,941

・保護者負担額は各学校からの報告を基に、児童・生徒一人あたりの平均的な金額を算出

・保護者負担額は制服、体操服、上靴等であり、ランドセルや通学用鞄等の通学に必要な

ものは含まない

・補助額については、国の要保護児童生徒援助費補助金予算単価を基に定めている

・R7、8の保護者負担額は見込額

保護者負担額（小） 50,155 48,761 52,102

市立小・中学校保護者負担額の推移

保護者負担額（中） 81,059 79,992 86,403 89,000 91,000

53,000

〇国の予算単価を基に定める新入学学用品費（参考）

54,000

およそ1,900円増

およそ1,900円増

およそ5,000円増

およそ5,000円増

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
資料４



R4 R5 R6 R7 R8

補助額 16,300 16,300 16,300 16,300 18,600

補助額との差 1,208 619 -603 -1,500 -100

R4との差 589 1,811 2,708 3,608

R4 R5 R6 R7 R8

補助額 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900

補助額との差 89 964 340 200 0

R4との差 -875 -251 -111 89

市立小・中学校保護者負担額の推移

〇本市独自で定める学用品費（学校徴収金）

小学校学校徴収金

（学用品費）
15,092 15,681 16,903 17,800 18,700

・学校徴収金は各学校からの報告を基に、児童・生徒一人あたりの平均的な金額を算出

・学校徴収金（学用品費）はドリル、ノート、教材等の費用

・R7、8の学校徴収金は見込額

中学校学校徴収金

（学用品費）
27,811 26,936 27,560 27,700 27,900

およそ1,800円増

およそ1,800円増

およそ200円減

およそ300円増




